
所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月22日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　水道課

水道メーター取替業務及び給水管漏水調査業務委託

計量法検定満期8年を経過した量水器の取替及び給水管の漏水調査業務

契約日から令和3年3月31日まで

犬山市指定水道工事店協同組合

契 約 金 額
単価契約（口径別取替単価、漏水調査単価）

（予定総額　8,621,618円）

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　水道課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、検定満期となる水道メーターの交換を決められた期間内に漏れなく確
実に実施する必要がある。
犬山市指定水道工事店協同組合は、市内に事業所を置いている複数の業者で構成
されているため、交換の困難なケースや急な交換依頼に対しても相互に連携・情
報交換を図ることで柔軟な対応が可能であり、業務を中断させることなく期間内
に確実に実施することができる。さらに、交換対象となるメーターは年間約
4,000件あり、これを同一単価で行うことができるスケールメリットもある。
これらのことから、当該業務は市内指定工事店で構成された唯一の同業組合であ
る同組合が行うのが適当であり、契約の性質が競争入札に適さないため、随意契
約の方法による契約を締結するものである。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月16日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　水道課

水道事業会計システム決算帳票作成支援業務委託

水道事業会計システム決算帳票作成支援業務

令和2年4月17日から令和2年5月31日まで

株式会社フューチャーイン

契 約 金 額
253,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　水道課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務を実施できるのはシステム開発業者のみであり、契約の性質が競争入札に
適さないことから、システム開発業者と随意契約の方法による契約を締結するも
のである。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年5月1日午後4時

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　水道課

水道賠償責任保険契約

水道施設の管理や補修・修理工事により生じた偶然な事故や供給した水に起因し
て、第三者の生命、身体や財物に損害を与えてしまった場合等に法律上の損害賠
償責任を負うこととなった場合に対応できるよう賠償責任保険に加入するもの。

令和2年5月1日午後4時から令和3年5月1日午後4時まで

公益社団法人日本水道協会

契 約 金 額
442,230円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　水道課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

公益社団法人日本水道協会は、全国市町村の水道事業体で構成する水道の事業経
営・技術に関する調査研究、研修、広報活動などを行う社団法人であり、本市も
その構成員であること、水道事故において専門性の高い対応ができること、当保
険が大手３社の共同引き受けによる保険であること等から、公益社団法人日本水
道協会が実施している水道賠償責任保険に申し込むものであり、契約の性質が競
争入札に適さないため、公益社団法人日本水道協会と随意契約の方法による契約
を締結するものである。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和２年５月１４日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　整備課

岩田公園用地維持管理業務委託

草刈り及び除草作業等

令和２年５月１５日～令和２年１２月２８日

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会

契 約 金 額
319,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　整備課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会は市内の快適な都市環境
の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成
するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業
者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適切
かつ確実に履行することが可能な犬山市アメニティ協会と随意契約を締結するも
の。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

◯ 第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和２年４月１５日

随意契約に関する調書（公表）

整備課

桜並木樹木診断業務委託

桜並木の健康度及び危険度の判定を行う。

令和２年４月１６日～令和２年９月３０日

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会

契 約 金 額
2,277,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

整備課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会は市内の快適な都市環境
の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成
するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業
者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適切
かつ確実に履行することが可能な犬山市アメニティ協会と随意契約を締結するも
の。

選定業者は樹木に関する管理等のノウハウが十分持ち合わせており、適正な業務
遂行が可能である



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和２年５月７日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　整備課

桜並木剪定等業務委託(その３)

剪定処理一式

令和２年５月８日～令和２年５月１５日

有限会社芳葉園土木

契 約 金 額
299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　整備課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

犬山警察署から、五条川沿いの交差点（羽黒橋近く）において、交通事故があっ
た旨の報告があった。併せて、五条川沿いの一時停止等の交通看板において、桜
樹木枝が支障原因で、運転者が視認しにくい状況になっている。至急、桜樹木の
支障木の剪定をして欲しいとの依頼があった。現場確認したところ、桜樹木枝に
より、交通看板が視認しにくく、危険であるため、緊急的に対応する必要が生じ
た。
施行するにあたり、ユニック車が必要であり、至急手配ができ犬山市からの造園
工を受注したことのある業者を選定した。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和２年５月１１日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　整備課

桜並木剪定等業務委託(その４)

剪定処理一式

令和２年５月１１日～令和２年５月２２日

有限会社芳葉園土木

契 約 金 額
299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　整備課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

五条川沿いに住んでいる市民から、”桜の幹枝が住居敷地まで侵入しており、台
風等の影響で、枝が折れる可能性がある。大変危険であるため対処をお願いした
い。”と連絡があった。現場確認したところ、桜樹木枝が住宅敷地まで侵入し、
隣地障害をおこしており、危険であるため、緊急的に対応する必要が生じた。
また、周辺桜樹木について枝が道路上に侵入し、通行支障となっており、危険で
あるため、併せて緊急対応することが必要である。
施行するにあたり、ユニック車及び作業員が必要なことから、至急手配ができ犬
山市からの造園工を受注したことのある業者を選定した。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

◯ 第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和２年５月１４日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　整備課

事業用地等維持管理業務委託

事業用地等の除草作業

令和２年５月１５日～令和２年１２月２８日

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会

契 約 金 額
632,500円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　整備課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会は市内の快適な都市環境
の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成
するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業
者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適切
かつ確実に履行することが可能な犬山市アメニティ協会と随意契約を締結するも
の。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和２年４月１６日

随意契約に関する調書（公表）

整備課

貯留施設ポンプ保守点検委託

排水ポンプ保守点検一式

令和２年４月１７日～令和２年６月２６日

荏原商事（株）中部支社

契 約 金 額
143,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

整備課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

該当委託箇所は市道富岡荒井線の字野田地内に位置し、平成２６年度にて設置し
た雨水貯留漕からの排水ポンプ設備である。本委託は、上記ポンプ設備について
１年に１回の保守点検が必要な設備であることから、ポンプ設備が多数稼動する
出水期前に保守点検を行うものである。
なお、本ポンプ設備の保守点検は、本ポンプ設備に精通しているものにて行う必
要があり、工期の短縮や合理的かつ適正な施工を確保することができるなどのこ
とから、平成２６年度のポンプ設置工事施工業者である荏原商事㈱と随意契約す
るものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和２年４月１６日

随意契約に関する調書（公表）

整備課

貯留施設ポンプ保守点検委託（その２）

排水ポンプ保守点検一式

令和２年４月１７日～令和２年６月２６日

新明和アクアテクサービス（株）中部センター

契 約 金 額
137,500円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

整備課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

該当委託箇所は市道富岡荒井線の字神田地内に位置し、平成２８年度にて設置し
た雨水貯留漕からの排水ポンプ設備である。本委託は、上記ポンプ設備について
１年に１回の保守点検が必要な設備であることから、ポンプ設備が多数稼動する
出水期前に保守点検を行うものである。
なお、本ポンプ設備の保守点検は、本ポンプ設備に精通しているものにて行う必
要があり、工期の短縮や合理的かつ適正な施工を確保することができるなどのこ
とから、平成２８年度のポンプ設置工事施工業者（新明和工業㈱）の関連会社で
ある新明和アクアテクサービス㈱と随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月2日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

地蔵池の雑草等撤去

令和2年4月3日　～　令和2年4月17日

㈱フクトミＤＢＫ

契 約 金 額
178,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　地蔵池及び周辺水路について、雑草及び雑木等が繁茂していることが確認さ
れ、今年の灌漑期（出水期）を迎えるにあたり、通水阻害及び下流域付近の宅地
等への被害を未然に防ぐため早急に対応する必要があります。
現時点において早急な対応が可能な㈱フクトミＤＢＫに依頼することで、早期対
応と適切な施工が確保できることから、随意契約を締結するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月6日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

楽田巾地内用排水路外１の雑草等撤去

令和2年4月7日　～　令和2年4月22日

㈱フクトミＤＢＫ

契 約 金 額
294,800円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　楽田巾地内用排水路及び周辺水路について、雑草及び雑木等が繁茂しているこ
とが確認され、今年の灌漑期（出水期）を迎えるにあたり、通水阻害を未然に防
ぐため早急に対応する必要があります。
現時点において早急な対応が可能な㈱フクトミＤＢＫに依頼することで早期対応
と適切な施工が確保できることから、随意契約を締結するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月6日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

鹿坪川の雑木伐採・除草一式

令和2年4月7日　～　令和2年4月17日

大竹建設㈱

契 約 金 額
253,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により河川断面内に倒木があり、河川の維持管理上
早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な大竹建設
㈱に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約する
ものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月7日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

今井字牛ヶ洞地内排水路の土砂撤去

令和2年4月8日　～　令和2年4月17日

㈱久保田建設

契 約 金 額
279,400円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により排水路に土砂が堆積しており、排水路の維持
管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈱
久保田建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意
契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月7日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

塔野地北三丁目地内排水路の樹木撤去

令和2年4月8日　～　令和2年4月24日

(有)芳葉園土木

契 約 金 額
253,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により排水路に樹木が生い茂っており、排水路の維
持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な
㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随
意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月13日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

岩穴川の除草

令和2年4月14日　～　令和2年4月30日

㈱久保田建設

契 約 金 額
191,400円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市民からの通報により河川用地に草がはえており、河川の維持管理
及び営農に支障があるため早急に対応する必要があります。このことから、直ち
に現場着手可能な㈱久保田建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確
保できるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

◯ 第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月22日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

土地改良施設維持管理委託

馬堤池地区、丸山用水地区、徳ヶ池地区、西ノ池地区、堂ヶ洞下池地区、井堀用
水地区の除草清掃作業に係る業務

令和2年4月23日から令和3年3月19日まで

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会

契 約 金 額
770,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会は、市内の快適な都市環
境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達
成するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事
業者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適
切かつ確実に履行することが可能な一般社団法人パブリックワークス犬山市アメ
ニティ協会と随意契約を締結するもの。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月13日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

田洞川の土砂撤去

令和2年4月14日　～　令和2年4月24日

㈱アサイ建設

契 約 金 額
133,100円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、土木要望により河川内に土砂が堆積しており、河川の維持管理及び
営農に支障があるため早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現
場着手可能な㈱アサイ建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保で
きるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月13日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

今井字成沢地内排水路の土砂撤去

令和2年4月14日　～　令和2年4月24日

㈱久保田建設

契 約 金 額
290,400円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、土木要望により河川内に土砂が堆積しており、河川の維持管理及び
営農に支障があるため早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現
場着手可能な㈱久保田建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保で
きるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年5月7日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

はみ出し枝処理委託

市道今井29号線外のはみ出し枝処理業務

令和2年5月8日　～　令和2年5月22日

(有)芳葉園土木

契 約 金 額
299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、市道今井29号線外にはみ出した枝があり、通行上支障となっている
ため、早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈲
芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意
契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月30日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

内田東町公園の樹木剪定一式

令和2年5月1日から令和2年5月15日まで

㈲芳葉園土木

契 約 金 額
297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、町内からの通報により公園内の桜の枝が折れて危険で、けがをする恐
れがあり、維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現
場着手可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保で
きるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月27日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

白帝公園の切株撤去・樹木伐採一式

令和2年4月28日から令和2年5月11日まで

㈲芳葉園土木

契 約 金 額
299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、町内からの要望により、公園内の切株につまずいてけがをする恐れが
あり、維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着
手可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できる
ため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年5月14日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

善師野川の土砂撤去

令和2年5月15日　～　令和2年5月25日

大竹建設㈱

契 約 金 額
298,100円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、地元からの要望により河川断面内に土砂堆積があり、河川の維持管
理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な大竹
建設㈱に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約
するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年5月14日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

地産公園の樹木剪定一式

令和2年5月15日から令和2年5月28日まで

㈲芳葉園土木

契 約 金 額
297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、町内からの通報により公園樹木の枝が宅地に越境しており、枝などが
折れ宅地に落ちるなど被害が発生しているため、早急に対応する必要がありま
す。このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期
対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年6月1日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

高根洞工業団地水処理施設管理業務委託（その３）

犬山市の所有する高根洞工業団地水処理施設による適正な水質の確保を目的
とし、運転保守点検に係る各薬品の管理・補充、汚泥の処理・搬出業務

令和2年6月1日から令和3年3月31日まで

藤吉工業株式会社

契 約 金 額
4,028,948円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、「令和2年度高根洞工業団地水処理施設維持管理業務委託に係る運転
保守点検業務、落札者：藤吉工業㈱」と密接不可分の関係にある薬品費及び汚泥
処理費に係る業務であり、同一業者以外の者に受注させると履行中の業務との整
合に著しい支障が生じるおそれがあるため、随意契約方式による契約を締結する
もの。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年5月25日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

除草及び水路浚渫一式

令和2年5月26日　～　令和2年6月5日

㈱フクトミＤＢＫ

契 約 金 額
275,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、羽黒高橋三丁目地内排水路外1について、地元町内会との協定に基
づき法面等の除草作業を実施する必要があり、現地状況から道路に越境してお
り、通行する上で早急に対応する必要があります。また、羽黒菊川地区において
排水路浚渫の要望が提出されており、かんがい期（出水期）に対する機能向上を
図ることから併せて施工します。
なお、この当該箇所に精通している㈱フクトミＤＢＫに依頼することで、地元調
整を含む早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年5月26日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等はみ出し枝処理業務委託

四季の丘緑地の竹撤去一式

令和2年5月27日から令和2年6月26日まで

㈲芳葉園土木

契 約 金 額
299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、町内からの通報により緑地内の竹が宅地に越境しており、枝などが折
れ宅地に落ちるなど被害が発生しているため、早急に対応する必要があります。
このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応
かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年5月26日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

土地改良施設維持管理委託

今井八丁目地内用水路の土砂撤去

令和2年5月27日　～　令和2年6月5日

㈱久保田建設

契 約 金 額
155,100円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、土木要望により用水路内に土砂が堆積しており、用水路の維持管理
及び営農に支障があるため早急に対応する必要があります。このことから、直ち
に現場着手可能な㈱久保田建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確
保できるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年6月11日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等倒木処理委託

犬山ひばりヶ丘公園内の枯木撤去一式

令和2年6月12日から令和2年6月19日まで

㈱アサイ建設

契 約 金 額
288,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、市民からの通報によりひばりヶ丘公園内の木が枯れており、枝などが
折れ被害が発生する可能性があるため、早急に対応する必要があります。このこ
とから、直ちに現場着手可能な㈱アサイ建設に依頼することで、早期対応かつ適
切な施工が確保できるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年6月15日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等はみ出し枝処理業務委託

四季の丘緑地内の竹処分一式

令和2年6月16日から令和2年6月26日まで

㈲芳葉園土木

契 約 金 額
299,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、町内からの要望により伐採した竹を現地に存置したところ、枯れた後
の放火が心配なので処分して欲しいとの要望が出たため、早急に対応する必要が
あります。このことから、現場を伐採した㈲芳葉園土木に依頼することで、早期
対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年6月18日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

はみ出し枝処理委託

市道犬山63号線のはみ出し枝処理業務

令和2年6月19日から令和2年6月26日まで

㈲芳葉園土木

契 約 金 額
297,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、市道犬山63号線にはみ出した枝があり、通行上支障となっているた
め、早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳
葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契
約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年6月22日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

都市公園等樹木剪定業務委託

富岡北公園の樹木剪定一式

令和2年6月23日から令和2年7月3日まで

㈲芳葉園土木

契 約 金 額
176,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本業務は、町内からの通報により公園内の樹木が道路まで枝を伸ばしており、維
持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な
㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随
意契約するものです。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

◯ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年6月23日

随意契約に関する調書（公表）

都市整備部　土木管理課

河川排水路維持管理委託

今井七丁目地内排水路の浚渫一式

令和2年6月24日　～　令和2年7月10日

㈱久保田建設

契 約 金 額
146,300円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の
３第１項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の
提供を受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

都市整備部　土木管理課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札
者がいないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本業務は、地元からの通報により排水路に土砂が堆積し、排水路の維持管理及
び営農に支障があるため早急に対応する必要があります。このことから、直ちに
現場着手可能な㈱久保田建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保
できるため、随意契約するものです。


